
「県民健康調査」は福島県が事業主体となり、福島県立医科大学が福島県から事業
委託を受ける形で実施されています。福島県立医科大学は、この事業を推進するに当
たり、「放射線医学県民健康管理センター」を立ち上げ、実務に当たっています。
福島県は、「県民健康調査」に関して、専門的見地から広く助言等を得るために、「県
民健康調査」検討委員会を設置しています。
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